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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
年
金
記
録
の
提
供
事
務
等
を
想
定
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
旧
郵
便
貯
金
周
知
宣
伝
施
設
（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
八
号

）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
）
及
び
旧
簡
易
保
険
加
入
者
福
祉
施
設
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
施

設
を
い
う
。
）
の
運
営
又
は
管
理
、
不
動
産
業
等
を
想
定
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
需
要
、
地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
現
在
の
郵
便
局
の
配
置
状
況
等
を
勘
案

し
つ
つ
、
郵
政
事
業
に
お
け
る
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
低
下
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
定
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

社
会
・
地
域
貢
献
基
金
の
残
高
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日
に
公
表
し
た
「
平
成
��
年
�
月

期
連
結
財
務
諸
表
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
二
百
九
十
七
億
百
万
円
で
あ
り
、
郵
政
改
革

一



（
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
郵
政
改
革
法
案
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
政
改
革
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
伴
い
今
後
こ
れ
を

廃
止
し
、
取
り
崩
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一
千
万
円
を
超
え
る
関
連
銀
行
へ
の
預
金
（
決
済
用
預
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
預
金
保
険

の
対
象
外
で
あ
り
、
特
段
の
保
証
は
な
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

預
入
限
度
額
の
引
上
げ
に
よ
る
郵
便
貯
金
銀
行
の
総
預
金
残
高
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
仮
定
の
置
き
方
に
よ
っ
て
想

定
が
変
わ
る
事
象
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

郵
便
貯
金
銀
行
は
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
等
の
業
法
が
適
用
さ
れ
る
一
般
の
株
式
会
社
で
あ
り

、
そ
の
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
郵
便
貯
金
銀
行
の
自
主
的
な
経
営
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

郵
便
貯
金
銀
行
は
、
銀
行
法
等
の
業
法
が
適
用
さ
れ
る
一
般
の
株
式
会
社
で
あ
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
金
残

二



高
が
こ
こ
数
年
急
激
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
貯
蓄
動
向
、
国
民
の
利
便
性
、
郵
政
事
業
の
経
営
状
況
等
を
勘

案
し
つ
つ
、
地
域
金
融
機
関
等
へ
の
影
響
も
考
慮
し
、
郵
便
貯
金
銀
行
と
同
種
の
業
務
を
行
う
事
業
者
と
の
競
争
条
件
の
公

平
性
が
保
た
れ
る
よ
う
総
合
的
に
判
断
し
て
預
入
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

郵
便
貯
金
銀
行
は
、
銀
行
法
等
の
業
法
が
適
用
さ
れ
る
一
般
の
株
式
会
社
で
あ
り
、
そ
の
新
規
業
務
に
つ
い
て
は
、
郵
便

貯
金
銀
行
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
は
な
い
。

十
一
に
つ
い
て

郵
政
改
革
に
お
け
る
再
編
成
後
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
を
郵
便
の
業
務
等
、
銀
行
窓
口
業
務
等

、
保
険
窓
口
業
務
等
及
び
そ
の
他
の
業
務
の
四
つ
に
区
分
し
、
区
分
ご
と
の
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に

提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
出
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

現
在
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
商
品
の
提
供
等
に
よ
り
、
郵
便
物
数
の
減
少
傾

向
に
歯
止
め
を
か
け
る
努
力
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
再
編
成
後
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
お
い
て
も
同
様
な
収
益
性

三



の
維
持
に
向
け
た
努
力
が
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

政
府
と
し
て
も
、
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
郵
便
局
事
業
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
、
郵
便
局
株
式
会
社
に
お
い

て
は
、
新
規
業
務
へ
の
進
出
や
郵
便
局
を
活
用
し
た
施
策
の
展
開
に
よ
り
、
収
益
構
造
の
多
様
化
及
び
強
化
を
図
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
再
編
成
後
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
お
い
て
も
同
様
な
収
益
性
の
維
持
に
向
け
た
努
力
が
さ
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

政
府
と
し
て
も
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
、
経
営
状
況
や
利
用
者
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
て
経
営
判
断
と
し
て
決
定
し

た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
具
体
的
な
取
扱
方
針
に
つ
い
て
も
、
同
社
の
経
営
判
断
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

十
五
に
つ
い
て

四



全
国
銀
行
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
、
社
団
法
人
東
京
銀
行
協
会
が
運
営
し
て
お
り
、
郵
便
貯
金
銀
行
と
の
関
係

を
含
め
同
シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
同
協
会
（
同
シ
ス
テ
ム
の
運
営
業
務
を
承
継
す
る
者
を
含
む
。
）
に
お

い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

日
本
郵
政
株
式
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
本
年
五
月
二
十
四
日
に
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
対
し
、
日
本
郵
政
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
調
査
専
門
委
員
会
報
告
書
で
提
言
さ
れ
た

事
項
に
係
る
同
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
総
合
評
価
と
改
善
策
の
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
当
該
報
告
が
出
さ
れ
た
段
階
で
、
そ
の
内
容
に
照
ら
し
て
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
適
正
な
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五


